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１、令和４年１１月２１日、由利本荘市教育委員会臨時会が、西目総合支所 ２階 第２

会議室に招集された。 

 

１、本日の出席委員は次のとおりである。 

１番 教育長 

２番 委 員 

３番 委 員 

４番 委 員 

５番 委 員 

 

１、教育委員会事務局より出席した職員は次のとおりである。 

教育次長        

教育総務課長      

書記（教育総務課参事） 

 

１、本日の会議の日程は次のとおりである。 

令和４年１１月２１日 午後１時２０分 開会 

日程第１ 会議録署名委員指名 

日程第２ 事務局報告 

日程第３ 議案審議 

   議案第３２号 議会の議決に付すべき契約の締結について 

議案第３３号 職員の懲戒について 

日程第４ その他 
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１、会議の顛末 

 

教育長 

 

 

 

 

教育次長 

 

教育長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

開会（午後１時２０分、会議の開会を宣言） 

 

それでは、１１月の教育委員会臨時会を開会します。 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。教育委員会

会議規則第１８条第２項の規定により、会議録署名委員に、

２番委員、３番委員を指名します。 

日程第２ 事務局報告をお願いします。 

報告はございません。 

 

日程第３ 議案審議に入ります。議案第３２号について、

事務局より説明をお願いします。 

それでは、議案第３２号 議会の議決に付すべき契約の締

結について、説明いたします。 

 由利本荘市議会の議決を経るべき新山小学校改築電気設

備工事（第Ⅰ期）請負変更契約の締結についての原案を別紙

のとおりとすることについて、教育委員会の議決を求めるも

のであります。提案理由は、新山小学校改築電気設備工事（第

Ⅰ期）の変更契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

に基づき、由利本荘市議会の議決を得ようとするものでござ

います。 

（議案第３２号議会の議決に付すべき契約の締結について、

を説明） 

この件について質問ありますでしょうか。（なし） 

 それでは、議案第３２号は、承認を得たものといたします。 

つづきまして、議案第３３号について、事務局より説明を

お願いします。 

それでは、議案第３３号職員の懲戒について、説明いたし

ます。 

こちらは、教育委員会職員に懲戒処分が発令される見込み

となりましたので、教育委員会にお諮りするものでありま

す。 

（議案第３３号 職員の懲戒について、を説明） 

 これについて、何かご質問ありますでしょうか。 
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教育長 

 

 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

教育長 

【以下、委員からの質疑につきＨＰ非公開とする】 

 

それでは、議案第３３号を承認いただけますでしょうか。

（異議なし） 

議案第３３号は、承認を得たものといたします。 

 

 次に、日程第４ その他についてお願いします。何かござ

いますか。 

（学校医、新山小学校改築建築主体工事（第Ⅰ・Ⅱ期）請

負変更契約、由利本荘市民俗芸能伝承館指定管理者、六郷氏・

岩城氏・打越氏由利本荘市入部４００年事業について、報告） 

 

 以上をもちまして、由利本荘市教育委員会１１月臨時会を

閉会いたします。 

 

閉会（午後２時２５分、会議の閉会を宣言） 

 


